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源泉徴収義務者の権益保護を促進し、源泉徴収制

度を最適化するため、財政部は「所得税法」の一部

条文改正草案を作成し、2024年7月15日付で立法

院にて可決されました。今回の「所得税法」の改正

要点は以下の通りです。

一、源泉徴収すべき所得範囲の改正：行政法人、

信託行為の受託者が信託財産の管理・処分

により源泉徴収範囲に属する所得を給付した

場合、規定により源泉徴収しなければならな

い。（改正条文第88条）

二、源泉徴収義務者（源泉徴収票及び源泉徴収免

除票の記入義務者）の範囲の改正：法改正前

の源泉徴収義務者は所得を給付する事業の

責任者、機関団体の源泉徴収事務担当者等

の自然人であった。法改正後の源泉徴収義務

者は所得を給付する事業者、機関、団体等自

身となる。（改正条文第89条）

三、非居住者の源泉徴収期限の延長：台湾内に居

住しない個人又は台湾内に固定営業場所を

有しない営利事業者の源泉徴収範囲に属す

る所得について、源泉徴収義務者の税金の

代行控除日から起算して10日以内に連続3日

以上の国定休日がある場合、源泉徴収税の

納付、源泉徴収票の申告及び交付期限を5日

間延長する。（改正条文第92条）

四、源泉徴収票の作成又は交付に関する違反・罰

則の改正：期限内に事実により源泉徴収票を

作成又は交付しない場合の罰則について、現

行では、給付額又は源泉徴収税額の「固定」

金額又は「固定」比率に基づき上限、下限金

額内で処罰していた。今回、「違反の情状」に

基づき、定められた上限、下限金額内で処罰

することができると改正された。国税局は個々

の案件の違反の軽重を斟酌して、法定の範囲

で処罰することが出来るため、源泉徴収税額

の20%の過料を科すという規定が削除された。

• 期限内に申告していない、又は事実により

申告していない、又は期限内に源泉徴収免

除票を作成交付していない場合、NT$1,500

以上NT$20,000以下の過料を科す。国税局

の追加申告又は作成交付期限の通知を受

けた後、期限内に補足申告又は作成交付し

ていない場合、NT$3,000以上NT$90,000以

下の過料を科す。（改正条文第111条）

• 源泉徴収義務者が既に本法により源泉徴収

をしたものの、第92条に規定する期限までに

事実に従って源泉徴収票の申告又は源泉

徴収票の作成交付をしていない場合は、再

度期限を定めて申告又は作成交付を命ずる

ほか、NT$1,500以上NT$20,000以下の過料

を科す。税務機関より期限を定めて源泉徴
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収票の補足申告又は作成交付を命じられた

ものの、期限までに補足申告又は作成交付

を し て い な い 場 合 は 、 NT$3,000 以 上

NT$45,000以下の過料を科す。（改正条文第

114条）

• 規定の期限や規定の様式により事実に従っ

て配当所得源泉徴収票の申告又は作成交

付をしていない場合は、再度期限を定めて

申告又は作成交付を命ずるほか、NT$1,500

以上NT$30,000以下の過料を科す。税務機

関より期限を定めて配当所得源泉徴収票の

補足申告又は作成交付を命じられたものの、

期限までに補足申告又は作成交付をしてい

ない場合は、NT$3,000以上NT$60,000以下

の過料を科す。（改正条文第114條之3）

五、施行日：行政院が別途定める。

KPMGの見解

今回の所得税法改正案はすでに可決されましたが、

関連申告書及びシステムの法改正に合わせた変更

が必要な点を考慮し、かつ源泉徴収義務者が改正

後の規定を十分に理解して源泉徴収事務を行うた

めの周知徹底が必要なため、今回の改正条文の施

行日は行政院が別途定めることが明文規定されま

した。今回の源泉徴収制度の改正に関するKPMG

の見解は以下の通りです。

一、源泉徴収義務者の改正：現行の《所得税法》に

おいては、源泉徴収義務者は所得を給付する

事業の責任者、機関団体の源泉徴収事務担

当者等の個人でした。源泉徴収義務は実質的

に法人が実施し、個人が実施するものではな

いため、権利義務と責任を混同する問題があ

りました。今回の改正により、事業者、機関、

団体が給付する所得の源泉徴収義務は、法

人自身が負うことになり、源泉徴収義務者の

義務と責任が、行政法上の権限責任一致原

則を満たします。

二、非居住者の源泉徴収期限の延長：非居住者の

源泉徴収税の処理期限について、居住者の

源泉徴収方法を参照し、連続3日以上の休日

がある場合、源泉徴収税の処理期限が延長さ

れると改正され、源泉徴収義務者の事務負担

が軽減されました。

三、税務機関は個々の案件の違反の軽重を斟酌

して、異なる程度の処罰を下す裁量権が与え

られました。源泉徴収票の作成又は交付に関

する罰則について、その「違反の情状」に基づ

き、定められた上限、下限金額内で処罰する

ことができると改正されました。税務機関は違

反の情状の軽重、責任程度を考慮し、異なる

程度の処罰を与えることが出来るため、《納税

者権利保護法》第16条の精神をより確実に実

行できるようになりました。
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